
1田
原
市
で
は
、現
在
、21
の
保
育
所
の
全
て
が
公
立
で
す
が
、民
間
保
育
所
の
持
つ
機
動

性
や
柔
軟
性
を
生
か
し
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
保
護
者
の
選
択
肢
拡
大
の
た

め
、公
立
保
育
所
を
私
立
保
育
所
と
す
る
民
営
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

保
育
所
民
営
化
へ
の
経
緯
や
そ
の
メ
リ
ッ
ト
、民
営
化
す
る
保
育
所
な
ど
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

漆
田
保
育
園
の
民
営
化
に
向
け
て

　
　
～
子
ど
も
の
よ
り
良
い
保
育
を
め
ざ
し
て
～

　
民
営
化
へ
の
背
景
と
経
緯

　◆
保
育
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

　

近
年
、少
子
化
や
核
家
族
化
が
進
み
、女

性
が
働
く
機
会
が
増
加
す
る
な
ど
、保
育

を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

ま
す
。保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
は
、長
時
間

保
育
や
一
時
保
育
、保
育
需
要
の
増
加
、質

の
高
い
幼
児
期
の
教
育
と
保
育
な
ど
多
様

化
し
て
い
ま
す
。

　◆
こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

就
学
前
の
児
童
保
育
と
教
育
体
制
に
つ

い
て
、専
門
家
や
地
域
・
保
護
者
の
代
表
者

な
ど
で
構
成
す
る
保
育
所
問
題
検
討
会
に

お
い
て
報
告
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

そ
の
報
告
内
容
の
実
現
の
た
め
、平
成

22
年
３
月
に「
田
原
市
保
育
所
運
営
実
施

計
画
」を
策
定
。公
立
保
育
所
の
民
営
化

に
つ
い
て
、対
象
園

の
基
準
と
目
標
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
定

め
ま
し
た
。

　
民
営
化
の
メ
リ
ッ
ト

民
営
化
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
質
問

▼
子
育
て
支
援
課
☎
23
局
３
５
１
３
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❶
公
立
保
育
所
と
民
間
保
育
所
が
あ

る
こ
と
で
、
お
互
い
が
刺
激
し
合

い
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
、
就
学
前
教

育
が
一
層
充
実
さ
れ
る
。

❷
民
間
の
持
つ
機
動
性
、
柔
軟
性
を

生
か
し
た
、
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
が
期
待
さ
れ
る
。

❸
保
育
所
入
所
に
際
し
、
保
護
者
の

選
択
肢
が
拡
大
さ
れ
る
。

❹
保
育
所
運
営
経
費
の
国
県
負
担
が

増
え
る
こ
と
で
、
市
負
担
が
軽
減

さ
れ
、
限
ら
れ
た
財
源
や
人
材
が

効
率
的
に
活
用
さ
れ
る
。


